
　

所
得
税
法
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
56
条
は
戦
後
の
家
族
間
の

恣
意
的
な
租
税
回
避
的
行
為
を
取
り

締
ま
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
。
し

か
し
な
が
ら
法
第
57
条
が
導
入
さ
れ
、

戦
後
間
も
な
い
時
期
と
比
べ
、
社
会
、

経
済
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
を
と
げ
、

女
性
の
社
会
進
出
や
情
報
化
社
会
の

流
れ
の
中
、
法
第
56
条
の
意
図
す
る

議
論
が
今
日
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。
そ
こ
で
、
立
法
当
時
の

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
再
検
討
も
行
い
、

現
在
の
社
会
状
況
に
沿
っ
た
法
第
56

条
の
今
日
的
意
義
を
見
直
す
べ
き
で

あ
る
と
考
え
ま
す
。
よ
っ
て
下
記
の

と
お
り
法
改
正
に
努
め
て
も
ら
う
よ

う
求
め
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

記

１　

法
第
56
条
の
近
年
の
社
会
状
況

に
沿
っ
た
見
直
し
を
求
め
る

２　

今
後
の
税
制
改
正
に
て
専
従
者

控
除
の
改
善
と
白
色
、
青
色
申
告
に

関
係
な
く
納
税
者
に
不
利
益
の
な
い

透
明
性
あ
る
制
度
改
正
を
求
め
る

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　

平
成
24
年
12
月
20
日

埼
玉
県
八
潮
市
議
会

提
出
先　

衆
議
院
議
長　

参
議
院
議

長　

内
閣
総
理
大
臣　

財
務
大
臣　

法
務
大
臣

　

埼
玉
県
は
、
人
口
10
万
人
当
た
り

の
医
師
数
が
１
４
９
人
（
平
成
22
年

12
月
）
と
全
国
最
下
位
で
あ
る
。
し

か
も
、
一
般
病
床
数
の
人
口
対
比
も

全
国
で
最
も
少
な
く
、
救
急
体
制
が

脆
弱
で
あ
る
。
平
成
22
年
度
の
救
急

搬
送
数
は
前
年
比
９
・
９
％
も
増
加

し
て
お
り
、
第
一
線
で
こ
れ
を
受
け

入
れ
て
い
る
医
師
の
勤
務
環
境
は
過

酷
を
極
め
て
い
る
。

　

一
方
で
、
埼
玉
県
は
高
齢
化
の
ス

ピ
ー
ド
が
全
国
で
最
も
速
い
う
え
に
、

既
に
高
齢
者
人
口
は
１
１
６
万
人
と

全
国
で
６
番
目
に
多
く
な
っ
て
い
る
。

埼
玉
県
が
毎
年
実
施
し
て
い
る
県
民

世
論
調
査
で
は
、
県
民
の
要
望
の
第

１
位
が
「
高
齢
者
福
祉
の
充
実
」
、

第
２
位
が
「
医
療
体
制
の
整
備
」
と

な
っ
て
い
る
。

　

今
後
、
全
国
で
最
も
高
齢
者
人
口

の
増
大
す
る
埼
玉
県
に
お
い
て
は
、

現
在
の
医
師
不
足
の
状
況
を
大
幅
に

改
善
し
な
い
限
り
県
民
の
救
命
救
急

環
境
は
深
刻
な
も
の
と
な
り
、
医
師

の
過
酷
な
勤
務
実
態
は
更
に
悪
化
す

る
ば
か
り
で
あ
る
。
既
に
、
県
内
の

病
院
で
は
小
児
入
院
医
療
の
廃
止
や

周
産
期
医
療
の
休
止
が
続
い
て
お
り
、

医
師
不
足
の
解
消
は
喫
緊
の
課
題
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
埼
玉
県
は
国
公
立
大
学

医
学
部
が
な
い
全
国
的
に
も
希
少
な

　

定
例
会
最
終
日
の
12
月
20
日
に
、

掲
載
の
意
見
書
の
ほ
か
、
「
国
民
の

理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
電
源
開
発

促
進
税
の
見
直
し
を
求
め
る
意
見

書
」
、
「
日
米
地
位
協
定
の
見
直
し

を
求
め
る
意
見
書
」
を
上
程
し
、
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
可
決
し
た
意
見
書
は
、
関

係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。

県
で
あ
る
。
卒
業
後
地
域
医
療
に
従

事
す
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
医
師
を

養
成
す
る
た
め
の
医
学
部
が
埼
玉
県

内
に
は
埼
玉
医
科
大
学
１
校
の
み
で

あ
り
、
埼
玉
県
の
医
師
養
成
は
他
都

道
府
県
に
依
存
し
て
い
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
。
そ
の
た

め
、
全
国
各
大
学
の
医
学
部
定
員
が

増
員
さ
れ
て
も
、
埼
玉
県
内
の
地
域

医
療
に
貢
献
す
る
医
師
を
充
足
さ
せ

る
こ
と
は
、
引
き
続
き
困
難
な
状
況

で
あ
る
。
埼
玉
県
の
地
域
医
療
を
担

う
こ
と
を
志
望
す
る
県
内
出
身
の
高

校
生
に
対
し
て
、
埼
玉
県
内
で
地
域

医
療
に
触
れ
な
が
ら
学
ぶ
環
境
と
な

る
県
立
大
学
医
学
部
を
新
設
す
る
こ

と
が
将
来
に
向
け
て
極
め
て
重
要
と

考
え
る
。

　

埼
玉
県
で
は
今
年
度
新
た
に
定
め

た
「
５
か
年
計
画
」
（
平
成
24
年
度

か
ら
平
成
28
年
度
）
に
お
い
て
、

「
埼
玉
県
立
大
学
医
学
部
設
置
認
可

の
た
め
の
体
制
の
確
立
と
医
学
部
設

置
に
向
け
た
計
画
の
策
定
」
を
明
記

し
た
。

　

以
上
の
状
況
か
ら
、
国
に
お
か
れ

て
は
、
埼
玉
県
立
大
学
に
医
学
部
設

置
を
認
め
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　

平
成
24
年
12
月
20
日

埼
玉
県
八
潮
市
議
会

提
出
先　

衆
議
院
議
長　

参
議
院
議

長　

内
閣
総
理
大
臣　

文
部
科
学
大

臣　

厚
生
労
働
大
臣

　

東
日
本
大
震
災
の
教
訓
を
踏
ま
え
、

今
後
予
想
さ
れ
る
首
都
直
下
地
震
や

南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
な
ど
の
大
規

模
地
震
や
、
近
年
度
々
発
生
し
て
い

る
豪
雨
な
ど
に
よ
る
大
規
模
か
つ
異

常
な
自
然
災
害
に
備
え
て
、
国
民
の

生
命
・
財
産
を
守
る
た
め
に
国
を
挙

げ
た
防
災
・
減
災
体
制
の
再
構
築
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

全
国
的
に
幅
広
い
視
点
で
防
災
力

の
向
上
を
図
る
た
め
に
、
道
路
や
橋

梁
、
港
湾
な
ど
わ
が
国
に
現
存
す
る

社
会
資
本
の
安
全
性
に
つ
い
て
実
情

を
明
ら
か
に
し
、
必
要
な
情
報
を
得

る
た
め
の
科
学
的
・
総
合
的
な
総
点

検
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
国
や
地

方
公
共
団
体
に
お
い
て
防
災
・
減
災

対
策
を
集
中
的
・
計
画
的
に
推
進
す

る
た
め
の
基
本
計
画
の
作
成
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

　

上
記
ハ
ー
ド
面
で
の
公
共
事
業
と

し
て
の
防
災
・
減
災
対
策
と
と
も
に
、

ソ
フ
ト
面
と
し
て
地
域
の
防
災
力
を

高
め
、
災
害
に
よ
る
被
害
の
軽
減
を

図
る
施
策
も
不
可
欠
で
す
。
そ
の
た

め
、
学
校
教
育
に
お
け
る
防
災
教
育

の
充
実
や
各
自
治
体
が
連
携
し
た
広

域
的
・
総
合
的
な
防
災
訓
練
の
推
進
、

さ
ら
に
は
基
本
計
画
の
作
成
や
関
係

省
庁
の
総
合
調
整
等
を
行
う
「
防

災
・
減
災
体
制
再
構
築
推
進
本
部
」

の
設
置
、
災
害
発
生
時
に
応
急
対
応

を
一
元
的
に
担
う
「
危
機
管
理
庁
」

（
仮
称
）
の
設
置
な
ど
、
必
要
な
施

策
を
国
・
地
方
公
共
団
体
で
実
施
し
、

災
害
に
強
い
街
づ
く
り
を
進
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
国
・
地
方
公
共
団
体
と
も

に
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
、
ア
セ
ッ

ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
手
法
を
活
用
し

た
上
で
、
老
朽
化
し
た
社
会
資
本
の

再
整
備
を
は
じ
め
と
し
た
各
施
策
に

必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
が
課

題
と
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
実
行
し
、
わ
が

国
の
防
災
・
減
災
体
制
を
再
構
築
す

る
た
め
に
は
、
必
要
な
施
策
を
総
合

的
か
つ
集
中
的
に
推
進
す
る
た
め
の

基
本
理
念
や
基
本
方
針
、
財
源
確
保

策
を
明
確
に
定
め
た
基
本
法
を
制
定

し
、
国
を
挙
げ
て
加
速
度
的
に
進
め

て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。

　

そ
こ
で
、
政
府
に
お
か
れ
て
は
、

上
記
の
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
「
防
災・

減
災
体
制
再
構
築
推
進
基
本
法
」
を

早
期
に
制
定
す
る
よ
う
強
く
求
め
ま

す
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　

平
成
24
年
12
月
20
日

埼
玉
県
八
潮
市
議
会

提
出
先　

内
閣
総
理
大
臣　

内
閣
府

特
命
担
当
大
臣
（
防
災
）

　

日
本
国
憲
法
第
79
条
第
２
項
及
び

第
３
項
と
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民

審
査
法
に
基
づ
い
て
、
最
高
裁
の
裁

判
官
は
、
任
命
後
初
の
衆
議
院
議
員

総
選
挙
の
投
票
日
に
国
民
審
査
を
受

け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後

は
、
審
査
か
ら
10
年
を
経
過
し
た
後

に
行
わ
れ
る
衆
議
院
総
選
挙
時
に
再

審
査
を
受
け
、
そ
の
後
も
同
様
と
す

る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
期
日
前
投
票
制
度
で

は
衆
院
選
は
公
示
日
の
翌
日
か
ら
投

票
が
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
国

民
審
査
は
投
票
日
の
７
日
前
か
ら
し

か
で
き
な
い
。

　

一
方
、
衆
院
選
は
公
職
選
挙
法
第

31
条
に
よ
り
投
票
日
よ
り
12
日
以
上

前
に
公
示
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。

　

こ
の
結
果
、
国
民
審
査
と
の
間
に

少
な
く
と
も
４
日
間
の
タ
イ
ム
ラ
グ

が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、

投
票
日
８
日
以
上
前
の
期
日
前
投
票

で
は
衆
院
選
し
か
投
票
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
国
民
投
票
を
す
る
為
に
は
、

再
度
、
投
票
所
に
赴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
（
12
月
４
日
公
示
さ
れ
た

第
46
回
衆
院
総
選
挙
に
お
い
て
は
、

８
日
ま
で
に
投
票
を
済
ま
せ
た
人
が

審
査
に
参
加
す
る
為
に
は
、
９
日
以

降
に
も
う
一
度
会
場
に
足
を
運
ば
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）

　

こ
れ
で
は
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が

多
様
化
し
、
選
挙
の
当
日
、
仕
事
や

旅
行
、
レ
ジ
ャ
ー
や
冠
婚
葬
祭
な
ど

で
投
票
所
に
行
か
れ
な
い
と
見
込
ま

れ
る
人
に
配
慮
し
、
投
票
の
手
続
き

を
簡
素
化
し
た
期
日
前
投
票
制
度
の

趣
旨
に
も
反
す
る
。

　

憲
法
が
保
障
す
る
直
接
民
主
制
を

保
障
す
る
国
民
審
査
制
度
を
担
保
す

る
観
点
か
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
タ
イ

ム
ラ
グ
は
、
到
底
理
解
で
き
な
い
。

　

よ
っ
て
、
国
に
お
か
れ
て
は
、
国

民
の
審
査
権
を
保
障
し
、
有
権
者
が

確
実
に
意
思
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
、

法
律
を
改
正
し
、
運
用
を
改
め
る
よ

う
強
く
求
め
る
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　

平
成
24
年
12
月
20
日

埼
玉
県
八
潮
市
議
会

提
出
先　

衆
議
院
議
長　

参
議
院
議

長　

内
閣
総
理
大
臣　

総
務
大
臣

意 見 書

所
得
税
法
第
56
条
の
見
直
し

と
改
善
を
求
め
る
意
見
書

埼
玉
県
立
大
学
に
医
学
部
の

新
設
を
認
め
る
こ
と
を
求
め

る
意
見
書

防
災･

減
災
体
制
再
構
築
推
進
基
本
法

(

防
災
・
減
災
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
基
本
法)

の
制
定
を
求
め
る
意
見
書

国
民
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民

審
査
権
を
保
障
し
、実
効
性
を
高
め

る
法
改
正
を
求
め
る
意
見
書
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